
Issrg
0289－・2363

！1t’〃〃　it’　1＼∫”「ノノ！　’

　　日ノ／、，　1：J，’，r

l，“，’r　tt　㌔・，／「ノ〃〃　　［lr，tX’g／ノ

第33号
　　　　　　　　　［特集］

　　　　子どもの眼・子どもの声

　　　　保健医療・教育と福祉の連携から

　　　　　　　　　　◆
資生堂社会福祉事業財団創立20周年記念国際シンポジウム

　　　　明日をひらく子どもたちに

　　　　　　　　ダイジエスト

1992年10月



世界の児童と母性
海外福祉情報／第33号／1992年10月

contents

特集◆子どもの眼・子どもの声一一一雑醸媚と福祉の連携から

ひとこと　　　秋山智久……………・…・・…………・……・・…・……………・・………………1

児童福祉分野におけるケースマネージメントの可能性　　　山縣文治……・…・……－2

教育と福祉の「ハッピーな良縁」を求めて　　　木原孝久・………………・・………………8

学校保健と田子保健の連携　　　大倉慶子・tt・………………………………・…………・…15

スクールソーシャルワーク　　　山下英三郎…………・………………………・…・………20

子どもの立場に立ってみる学校週5日制　　　帆足文宏…………・……・………・・……・・25

アメリカ児童福祉における諸職種間の連携・強調　　　岩崎浩≡……………・…・…・・…28

カナダの保健医療・教育と福祉の連携　　　高橋重宏・…・…一…・…………・……・ttt・…33

大阪府1こおける児童虐待への取り組み　　　萩原総一郎……・………・・……………・…・・38

「医療と福祉の統合」から「街づくりJに向けて挑戦する

神奈川県総合リハビリテーションセンター　　　本田一夫……………・……・…・………42

もっと遊びを　　いま、児童館で　　　鈴木一光……・…………’…………・…・…………46

乳幼児健康診査の現場から　　　塚原洋子……・…………・…・………・……・…・………・一・49

帰国子女は、いま一一一佐藤郡衛…………・……・…ttt…・・………・…………・…t・t・・…一…53

養護施設の子どもた5の作文　　　丹野喜久子…・……………・……………・・…・……・…56

特集◆W槻を翫る国際シンポジウム・タイジェスト…－59～140

編集後記一一一網野武博………・・一・・・………・…………・・…・……………・………一一141

1



■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■

■
■

■
■
■
■
■

■
■

■

■
■
■
■
■

■
■
■

■

ひとこと

　　　　　　　　　　　　　　一プロクラスティスの鉄の寝台一

　昔、ギリシ．セにプ［コクラスティスという盗賊で宿屋の主人がいた。

彼は自分の宿に泊まる客を「鉄の寝台1に寝かせ、客の足が寝台よリ

長いとその足を切リ、寝台よリ短いとその足を無理やリ寝台の長さ

に引き伸したという。これが「プロクラスティスの鉄の寝台」である。

　今日の杜会福祉のキーワードの一つに「ネットワーク」がある。そし

て、社会福祉の供給体制や制度間の連絡調整がうまくいかないため

に起こるぎくしゃくとした対応や歪み、サービスの欠落や重複などを

克服し、よリ良いサービス供給をするために、「保健・医療・福祉の連携」

が叫ばれている。そうした組織・機関・施設などの社会資源のつながり

を視覚的に把握するために、エコ・マップという方法も採られている。

　本号では上記の領域に、児童福祉の観点から、さらに教育を加え、

「保健医療・教育と福祉の連携」をテーマとした。これらの領域・制

度のなかで、本当に子どもの立場に立って、その運営・実践が行わ

れているかを問う企画であるe

　制度や組織が他のものと連携を図ろうとする時に、または利用者

（客）を相手にする時に、一番の難点となるのは、自分の側のやり方

や権利を強く留保・主張しておいた上で、相手にこちら側の方法や

基準を呑み込ませようとするやリ方である。まずこちらの都合が第

一で利用者〔子ども）が制度に合わせられてしまう。

　「連携」の一番重要な視点の一つは、クライエント中心主義に立っ

て、柔軟に対応していこうとする姿勢である。自分の側の「鉄の寝

台」に利用者を合わせてはいけないことを、このギリシャ神話は教

えてくれている。　　　　　　　　　　　編集委員長・秋山智久



児童福祉分野における
ケースマネージメントの可能性

特 集

　　　　　　　　やま　がた　　ふゐ　　はる

大販市立大学締師山縣文治

子どもの眼・子どもの声一
保健医療・教育と福祉の連携から

　L社会福祉とケースマネージメント

　ケースマネージメントという用語がわが国に紹介

されてほぽユ0年が経過した。この援助技法は、社会

福祉においてどのような位置を占めるのであろうか。

まずこのことから考えてみたレ㌔筆者は援助関係か

らみた社会福祉の構成要素を、図1．に示すように大

きく4つの点から考えている。

　最も基本的な要素は、社会生活を営む個人（あるい

は個人の集合体としての集団や生活の場としての地域）

のうえに発生する問題とし、そのような問題を解決す

るための援助資源である。前者は、生活構造、生活

問題、福祉問題、生活障害、あるいは社会生活上の

基本的ニーズなどの言葉で研究されているものであ

る。後者には、法律に基づく制度やサービス等、外

部的に配備されるフォーマルな資源のみならず、近

隣関係や自発的サービス供給主体等、自然発生的な

図1．社会福祉の援助関係
援助の目標
援助の方向
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ものあるいはインフォーマルな資源も含まれる。

　このような基本的要素が存在しても、現実の社会

福祉は成立しなv㌔そこで残る2つの構成要素が必要

となる。第1は、基本的構成要素たるニーズと援助資

源の間に関係を結ぷということである。問題が複雑

になりかつ資源が多様になるにしたがって、個人的

な能力や努力では円滑な社会関係が結びにくくなる。

そこで’両者を円滑に結ぶための手段が必要となる。

これが、ケースワークやコミュニティワーク等と称

せられてきた援助技術であり、それを担う人として

のケースワーカー等の援助者である。第2は、このよ

うな援助関係をどのような方向に展開していくかと

いうことである。すなわち、社会福祉の援助の目標、

あるいは社会福祉そのもののもつ価値である。この

具体的な中身は社会生活上の基本的ニーズを明らか

にする過程と裏腹の関係にある。

　ケースマネージメントは、この図式のうち、第3の

構成要素たる生活問題と援助資源との媒介関係に主

として関わるものであり、ソーシャルワークの一技

法である。しかしながら、多様な援助資源、あるい

はそれに関わる援助者・援助技術が関係するため、そ

れぞれの領域からの成果が並行的に導入されており、

それ自体は必ずしも社会福祉固有の方法とはいいが

たいという部分もある。生活問題把握あるいは援助

の目標と関係してはじめて社会福祉の方法となりう

るものである。

　2．ケースマネージメント普及の背景

　ケーXマネージメントの一般的な過程は、①ケース

の発見とアセスメント、②ケア計画、③ケアの実施、

世界の児意1母性

④モニタリングと再アセスメントの4段階であり、最

終段階が新たなアセスメント段階として機能すると
　　　；t“’

いわれる。ケースマネージメントをどのようにとら

えるかについては、近年多くの翻訳的資料があり、そ

れを基に多くの事例が提出されている。しかしなが

ら、その事例のほとんどは、この手法を用いた援助と

して意図的に取り組まれたというよりも、一般的な

社会福祉援助をこの展開過程にあてはめて説明した

ものにすぎない。また、意図的に行われたとされる

事例でさえ、ことさらケースマネージメントという用

語を用いなくても説明できるものがほとんどである。

　では、このように取り立てて新しくもない援助技

法が、なぜ非常に短期間の間に、これほどまでに福

祉関係者の間に普及したのか。これには大きく3つ

の理由が考えられる。

　第1は、社会福祉の援助技術の統合化あるいはジェ

ネ1）シズム（genedcism）の流れのなかで、欧米の動

きが非常に急であったことである。例えば、NASW

（全米ソーシャルワーカー協劇の社会福祉事典が、主

見出しからケースワークという用語を廃止し、ケー

スマネージメントを用いたことなどは衝撃であった。

　第2は、わが国における社会福祉の援助、とりわけ

ソーシャルワーク的部分が、社会福祉としての専門

（職）性が必ずしも高くないままに今日を迎えたこと

と関連する。その結果、中心的な援助技術であった

ケースワークが、欧米のケースワークとはかなり様

相を異にし、援助技術としての専門性を高めていく

というよりも、社会資源やチームワークを配慮しな

がら、調整的な役割を担ってきた。すなわち、わが

国では、援助技術が元々ケースマネージメント的な
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要素をもちつつ展開してきたと考えられる。

　第3は、高齢社会対策を中心とした社会福祉改革の

推進のためには、これがとりわけ高齢者のための援

助技術として、またインフォーマルなケアや福祉産

業を視野に入れ、在宅福祉の推進策として展開して

いるという状況は、極めて都合のよいものであった

ということである。

　3．ケースマネージメントの強み

　ケースマネージメントが実際に援助技法として実

施されての貢献とみるかどうかは別として、多くの

事例が少なくともこの言葉を使って説明できるもの

であることは疑いがない。では、これは従来のソー

シャルワーク援助と違って、どのような強みをもつ

のであろうか。それを大きく5つの点から抽出する。

　第1は、発見からフォローアップまで、包括的・総

合的な援助体制を組みやすいということである。こ

れはケースマネージメントチームといわれるように、

チームアプローチを前提としたものが多く、かつ機

関（資源）間のネットワークが重視されることからく

る強みである。また、このことは従来のように、責

任を担った一機関あるいは一個人が過重な責任を取

る必要がないということでもある。

　第2は、効率的なサービスパッケージ（サービスの

組み合わせ）を提供しやすいということである。これ

は、ケースマネージメントが多くの社会資源の導入

を原則とし、ケア計画に基づくサービスの調整を行

うことが容易であるからである。なお、この効率性

という言葉には、利用者のニーズ充足の効率性と、サ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ur！1
一 ビス供給側の費用効果性という2つの側面がある。
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　第3は、在宅福祉あるいは地域福祉型の援助に効果

的であるということである。施設型の福祉は生活丸

抱えの援助であり、個々の生活状況への対応が困難

（このことはむしろ改善されるべきもの）である。

　社会福祉の在宅福祉・地域福祉化の流れのなかで、

個々の生活への対応、さらには決定への個人の参加、

多様な社会資源の導入を前面に打ち出したケースマ

ネージメントは、今日の社会福祉の推進方向と軌を

一にしている。

　第4は、ワーカピリティ（workabllity）が低い利用者

にも適応しやすいということである。これは、多様

な機関が関係するために、多面的な介入が行いやす

いということ、さらにはチーム内で機関あるいは個

人が役割を分担することが可能であることからくる

強みである。例えば、ワーカピリティを高めること、

あるいは利用者のアドボケーター（擁護者）に徹する

ことのできる機関あるいは個人が存在することがで

きる。

　第5は、新たな資源の開発に向かいやすいというこ

とである。多様な機関が、一定の計画に沿ってサー

ビスの供給に関わるということが、ケースマネージ

メントの特徴の一つであるが、このことは逆に、必

要なサービスが欠落している、あるいは弱い部分が

あること等、現行供給体制の限界が共通に認識され

やすいということでもある。その結果、資源の発掘

や改良、さらには新たなサービスの要求等、政策提

言にまで向かわせる可能性がある。

4．児童福祉とケースマネージメント

ケースマネージメントは、「慢性精神障害者の精神



　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷ　
保健、高齢者や障害者のケア、児童福祉」等、さま

ざまな領域において活用される。しかしながらわが

国では、「虚弱・障害老人など複雑なニーズをもち、か

つ精神的もしくは身体的ハンディキャップのため、現

代社会の高度に専門分化した各種のサービスや、民

聞団体、友人、隣人などの支援を、自分自身では適

　　　　　　　　　　　bl41
切に活用できない人を対象」とした活動として一般

に受け止められてきた。その結果、提出される事例

も高齢者や障害者に関するものが中心であった。こ

のことは、欧米でも同様で、児童福祉に関する事例

は必ずしも多くはない。そこでここでは、具体的な

児童福祉場面での事例というよりも、前項で検討し

たケースマネージメントの強みを踏まえ、これが積

極的に活用されるべき分野を2つ取り上げ検討する。

　第1は、児童虐待ケースに関する援助場面である。

これは、欧米における資料をみても、ケースマネー

ジメント援助体制の導入が最も進んでいる領域であ

る。とりわけ、アセスメントに関する実践および研

　　　　　　　tS5）
究がよく進んでいる。児童虐待ケースには処遇の困

難なものが多い。ケアの困難さは、前項の強みの多

くに合致するものであり、ケースマネージメント援

助体制の導入が期待される分野である。

　わが国における児童虐待ケースへのケアの問題点

は、問題の複雑さに比して、援助システムが単純で、

システマティックな援助体制が形成されていないこ

とによる。そのことが、予防あるいはケース発見か

らフォローアップまでの全体システムの形成の困難

さを生み出していると同時に、直接的な援助として

の総合的なケア計画の策定を困難にさせている。

　図2．は、これらのことを考慮して試作した児童虐

世界の児童と母性

待ケースに対するケア体系図である。ケースマネー

ジメント体制はシステム全体に機能するものである

が、とりわけ右下の援助システム内で中心的に機能

すべきものと考えている。また、現行体制との関係

でいっと、これは主として児童相談所が担うことに

なるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　deGl　第2は、要養護児童のリービングケア、アフター

ケアに関する援助場面である。これは、北米ではバ

　　　　　　　　　　ttu7
一マネンシープランニングの一環として実践されつ

つあるものであるが、その目標を広義にとらえると、

これもまたケースマネージメントに類似した援助技

法ということができる。

　要養護児童に対する援助は、わが国においては非

常に古典的なケアであるが、そのためにケア利用時・

入所時のケアについては改善すべきものも含め多く

の蓄積があるが、ケア離脱前後については、余リ多

くの関心が寄せちれてこなかった。一方、子どもた

ち自身あるいは生活する環境のほうは著しく変化し、

その結果、新たな理念に基づいた新しいタイプのサ

ー ビスが必要であるにも関わらず、それが実現して

いないというのが現状である。

　ケースマネージメント体制ができあがっても、そ

れが運用できる社会資源が乏しければ、効果的な援

助は期待できない。従ってこの分野では、新たなサ

ー ビス資源の開発、施設ケアと結び付いた継続的あ

るいは連続的ケアシステムの開発が重要な課題とな

る。とりわけ、子ども自身の生活上のレスピットと

なるケアサーピスの開発は急務であると考えられる。

図3．は、要養護児童に対するリーピングケア、アフ

ターケアの枠組みを例示したものである。
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　5．新たな展開のために

　ケースマネージメント技法は、今後わが国におい

ていっそう導入が図られるであろう。このことは児

童福祉の分野においても例外ではないであろう。最

図2．児童虐待ケースに対するケア体系

後に、このような方向に進むとした場合の、注意す

べき点をいくつか抽出することで、本稿を終わるこ

ととしたい。

　ところで、先に検討したケースマネージメントの

強みは、主としてサービス供給側に属するものであ

発生予防対策｛啓蒙活動・啓発活動／保育所・幼稚園・学校・地域・母親クラブ・母親学級・各種健診・マスコミ等）

発見のためのシステム・機蘭

福祉専門機関｛児相・家児相・橿祉鞭所）

保健医療機関（保健所・医瘡磯関）

保育教育機関｛保育所・幼稚ロ・学校）

その他の専門機関（管察・顧）

セルフ・ヘルプ・グループ

児］竃虐待防止センター

見守りのためのシステム・機閲

フオローアツプ体制

　見守りシステム
　　仲閥グループ
セルフ・ヘルプ・グループ

　サポートクルーブ

　事実の第1次確認
（環境劉査・アセスメント1

　事実の第2次確認
（面摸属査・アセスメント｝

対応計画の策定

運営方式　個別機関対応方式
　　　　　児相サポート方式
　　　　　ケースマネージメント方式
　　　　　腹立機関方式
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った。すなわち、現状においてはサービスの選択体

制の不十分さ、利用者の権利意識の低さ等もあって、

まだまだ利用者に有利な体制とはなりきれていない。

例えば、責任体制の不明確さ、利用者主体あるいは

杜会生活の理念の弱さ（何をどう援助するのか）、不

服申し立て・利用者の権利擁護機能の欠如等が弱点

としてあげられる。

またこれと関連して、インフォームドコンセントと

いう考え方の導入が著しいが、これは場合によって

は、サービス供給側の自己防衛手段としてのみ機能

し、本来の利用者の権利擁護機能を弱体化させる可

能性もある。良心的なインフォーム（情報提供）は否

定するものではないが、過度なコンセント（同意）の

要求は、福祉システムにはなじまないと考える。

図3，自立生活支援センター構想図
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教育と福祉の「7・ッピーな

良縁」を求めて嘉譜酬という

特 集

　　　　　　　　　き　　はら　たか　　tJさ

福祉糖蹴会・主宰木原孝久

子どもの眼・子どもの声一
保健医療・教育と福祉の連携から

　卒業文集に生徒の通知表を載せてしまう教師

　このごろ教師の不祥事がマスコミ等で話題になっ

ている。埼玉県の高校で卒業生の文集に「締切りま

でに作文を提出しなかった」という理由で、女生徒

2人の通知表を載せてしまった。髪を指示通りに「矯

正」しなかった「問題生徒」を卒業写真集からオミ

ット、代わりに花壇の写真を載せていた学校がいく

つかあった。神奈川の中学では、障害をもった卒業

生の名前が卒業名簿やアルバムのスナップ写真から

も除外されていた。

　毎年卒業の時期になると、そんな「オモシロイ」

学校が紹介されて、われわれ親たちの学校への不信

感をかきたてる。ポイントは生徒の人権を教師がど

う考えているのかという点にある。

　「学校は生命の畏敬を教えるところ」

　ある冊子で、元宮城教育大学学長の林竹二氏と作

家の灰谷健次郎氏が「教えることと学ぷこと」とい

うテーマで対談をしていた。

　2人はこう述べている。学校はまずもって「人間

一人ひとりの（生命の）かけがえのなさ」を確認し

合い（つまり教育の基本に置き）、同時にそれを具現

する（つまり保障する）ところであるa

　具体的には、学校は「ヘルプレスな子どもを支え

る場」である。教師は教育者である前に、弱い立場

にある子どもを守る、いわばソーシャルワーカーで

なければならない。「学校福祉」をすすめよ、だ。同

時に、児童生徒自らが「人間らしく生きていける」

カをもてるよう「自立教育」もすすめなければなら

ない。さらに学校は、子どものやさしさが働くよう

な場でもなければならない、とする。

　そしてこれらの福祉活動及び教育活動を可能にす

るための、その基盤としての「生活のある学校」づ

くり、という構図になっている。そこで先生と子ど

もは、単なる教える立場と教わる立場を超えて「共

に生きる」関係にならねばならない、という。

　福祉の側がどうコミットしていくかが当面の腺題

　しかし残念ながら現段階では、学校はそのような

場であることがまことに困難な状況になっている。

　家庭崩壊がいわれて久しい。学校はますます家庭

機能の肩代わりを求められている。子どもは家庭の

問題を背負ったまま学校へやってくるが、先生はそ

れを受け止められるほどの余裕がない。どころか生

徒は、受験戦争のあおりを受けて、学校でますます

人間性を疎外される立場に陥っている。先生自身、

8



子どもの人権という発想で生徒を見る訓練をほとん

ど受けてきていない。

　学校は、あらゆる面で、子どもの権利に関する問

題が集約されている場だとも考えられる。だとした

ら、その問題解決をいつまでも学校だけに委ねてい

るわけにはいかない。そこへ「福祉」の側から強く

コミットしていくことがいま求められている。

　「子どもの権利」という発想を学校に持ち込み、

その実践を先生たちに迫る。この権利が侵されてい

る場面を見つけたら子どもと一緒に（場合によって

は教師と協同して）その解決に当たる。

　福祉施設訪問で登校拒否児に何かが起こった

　A子は、中学3年生になって突然学校へ行くのを

嫌い始めた。困った先生たちがA子の自宅に日参し、

手を引っぱるようにして学校へ連れてくるが、教室

へはどうしても入ろうとしない。

　そこで、A子に切り絵の特技があることを思い出

し、ともかく保健室までは連れてきて、切り絵細工

をやらせることにした。そんな折、「ボランティア活

動普及事業協力校」の行事として、老人ホームへの

慰問が計画されたeA子を誘ってみたら「行く」と

いう。生徒会代表と一緒にA子は、そのためにつく

り溜めておいた切り絵細工を携えて老人ホームを訪

れた。

　そこで何があったのかは知らないが、A子に明ら

かな心境の変化が起こった。いままで自分はちっと

も人の役に立つことをしてこなかった。これから卒

業までの数ヵ月間、あの老人たちのためにマクラカ

バーをたくさんつくってあげたいと言い出した。施

設訪問時にマクラカバーの汚れが目にとまったらし

世界の児竃と母性

いe

　ところで、同校にもう一人2年生の登校拒否児B

子がいた。先生は同じように、このB子も保健室に

連れていってみた。効果はてきめん。A子の影響で

B子もマクラカバーづくりを始めた。2人で老人ホ

ームに行って寸法を測っても来た。この話が校内に

伝わると、他の生徒たちもマクラカバーづくりの手

伝いに保健室にやってくるようになった。

　その後A子は、職貝室に顔を出しては先生にお茶

を入れていくようにもなった。卒業後、A子は地元

に伝わる紬（つむぎ）づくりを継ぐことになってい

ると聞いた。

　学校に不適応を起こした子が福祉現場で蘇生／

　学校と福祉現場のハッピーな速携を象徴するケー

スだが、このように子どもの問題を解決するうえで、

例えば学校だけでは絶対に無理だということが、こ

れで分かるだろう。

　子どもには、それぞれ個性というものがある。そ

れを学校という「大所帯」は物理的にも受け入れる

能力がない。学校という特異な場に不適応を起こし

た子が、福祉現場に足を踏み入れただけで驚くべき

変化を来たしたという事例は、いくらでもある。

　人間は、自身が誰かに役立っていると実感できた

とき、はじめて人間としての誇りを持ち始める。灰

谷氏が言う「子どものやさしさが働く場」として学

校が機能しにくいとき、福祉の出番となる。いまの

ところ教育と福祉の連携というと、関係者はこのよ

うな構図を思い浮かべる。

　夏になると．たくさんの生徒たちが、福祉機関の

企画した「ワークキャンプ」に参加してくる。老人
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ホームなどで2泊3日程度の体験学習をするものだ

が、ここにやってくる生徒たちもまた、学校という

場で充たされない体験を求めてきている。関係者に

聞くと、社会や学校に不適応を起こしたと思われる

生徒も少なからず混じっているという。

　学校が、ただ単に「教育」を施す場でしかないこ

とが、こういう「問題」児童を生ましめてもいる。

その問題を解決できる、社会のさまざまな資源を、

学校の中に引き込んでいく、という発想が、これか

らはもっと広がる必要がある。

校には教員室に、地域からスクール・ボランティア

をリクルートするボランティアが常駐している。

　この「祖父母」が、わが国でも、違ったかたちで

学校に入り込んでいる。

　広島県三原市で一時期、市立三原小学校の空き部

屋に老人大学を開設していた。すると予想どおり、

開校と同時に両者の交流が始まったという。図工な

どでの「一緒に授業」も計画されたvよく聞いてみ

ると、老人のいる教室に子どもたちがフラ・ソとやっ

てきては、花の植え方などを聞いていくという。

　「スクール・ボランティアJはオンブズマン役も

　アメリカでは「スクール・ボランティア」が活躍

している。その主力が老人たちだ。

　地域から多数のボランティア志望の老人を集めて

研修し、小学校などのそれぞれのクラスに配する。

先日、そのドキュメントフィルムを見る機会があっ

た。70歳は過ぎていると思われる老女が、朝、100キ

ロはあるであろう巨体を揺らせながら、いそいそと

教室に入っていく。うしろのすみに机が用意されて

あって、彼女はそこに座る。

　先生が試験をするとなると、答案用紙を配ったり、

先生の代わりに採点したりする。授業についていけ

ない子に張りついて個人指導もする。そして昼休み

には子どもたちと転げ回って遊んでいる。遊び相手

になりながら、おそらくは個々の子どもの悩みの相

談にも応じているのであろう。

　昔はどの家庭にも祖父母がいた。子どもはこの祖

父母の感化を受けて育っていった。それがいまは不

可能とすれば、こういうかたちで「祖父母」とのふ

れあいを演出する以外にない。しかも、この「祖父

母」が、先生という「絶対権力者」の権力の濫用を

監視するオンブズマン役も果たしている。同国の学

　老人という「見えないソーシャルワーカー」

　埼玉県のある小学校では、新入生徒全貝に1人ユ

本の苗木を与え、校内の自然林で6年間大切に育て

させるという。おもしろいのは、生徒一人ひとりに

老人の指導員を張りつける点だ。そこで6年間にわ

たる個人的なふれあいが続くことになる。この指導

員はじつは、単なる苗木育ての指導をするだけでな

く、文字どおりの「人生指導員」とみたほうが現実

に即しているe同じ埼玉県のある町の小学校は、空

き教室の一つを地域の老人との常設ふれあいの場と

して整備したようだ。

　二の「祖父母」が意外な役割も果たせることがわ

かってきた。滋賀県にある児童養護施設「湘南学園」

では、若い職員だけでは子育ては無理と、たまたま

やってきた2人の老女に子どもと同居してもらうこ

とにした。ここはグループホームになっているが、

全部で6棟あるホームの一棟に彼女等は住みついた。

　その一棟でいわゆる登校拒否児童が生まれた。授

業についていけないこともあって、学校に行きたく

ないと言い出したのだ。しかし保・母さんは困る。な

んとか行かせようと手を引っ張るが、それでも駄目。

その時同居している「おばあちゃん」が「いいから
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1

いいから、この子は私が引き取る」と言って、自分

の部屋へ連れていってしまった。

　「おばあちゃん」はその子に「学校は行かなくて

いいよ」と安心させつつ、編み物を教え始めた。老

人らしいゆっくりとしたリズムで教え込んでいった

ら、これに子どもはピッタリ反応した。数ヵ月後、

見事な作品ができ、「この子にこんな能力が潜んでい

たのか」と、園長たちは、むしろこの子の能力を引

き出した「おばあちゃん」の力量に感心した。それ

だけではない、この棟では「おばあちゃん」の部屋

が、いじめられっ子にとっては、格好の「駆け込み

寺」にもなっていたのだe

　スクール・ソーシャルワーカーが生まれたが、そ

う改まるまでもなく、老人などのボランティアが学

校内でうまく働けば、事実上のソーシャ’レワーカー

の役を果たせるはずであるし、日本という国は、そ

ういう「見えないワーカー」のほうを好む風土があ

る。

　「自分を大事にする」教育がいまはナッシング！

　子どもが、自身の問題を大人たちに解決してもら

うだけでなく、できるかぎり自身で、または仲間と

一緒に、それを解決していく、というあり方がもっ

と強調されるべきである。それ以前に、自身の「問

題」に気づくかどうか、も問題だ。

　子どもの人権を考えようとするとき、本当の問題

点は、ここにあるのだ。つまり、子どもは、自身の

「権利」についての自覚とそれを自ら行使しようと

する行動力が欠けている。そのために、「福祉教育」

という発想が提示されているはずなのに、この「福

祉教育」を実際にはボランティア活動ないしは思い

やり活動教育のことだと関係者は思い込んでいる。

　「人間らしく生きたい」という欲求を本気で実践

世界の児童と母性

していこうとすれば、以下のような営みが（例え子

どもであっても｝要求される。

　まず①人間らしく生きていく権利と義務の確認。

「人間らしく」には、いまよりももっと豊かに生き

ていこうという意志が必要だ。ボクの能力はこんな

程度、などと見切りをつけることは、自身に対する

侮辱である。自分の可能性を切り開いていこうとい

う強いチャレンジ精神が求められている。

　次いで②自身のライ7スタイルの確立。自分はど

のように生きていきたいのかをはっきりさせ、それ

をきちんと主張することができなければならない。

そのために児童生徒にライフスタイルの発想と各自

に合ったライフスタイルのモデルを提供する、など

の側面援護が必要だ。

　次は③ライフデザイン。生徒が各自自分のライフ

スタイルに合致した人生設計をするのを助ける教育

活動。

　そして④自立のための技術習得。自身が人間らし

く生きていけるための自立努力も欠かせない。わが

国ではこの自立教育が特に欠けている。

　⑤自身の生活点検・問題の発見。人生設計通りの

生活を送っていくのに必要な条件や、障害となる点

をピックアップする。生徒が自分の問題を発見する

のを側面から助ける「気づかせ」教育や自己診断マ

ニュアルの作成などが課題だ。

　⑥同じ問題を抱えた仲問と連帯した、問題解決の

協同活動。セルフヘルプ・グループづくりを生徒た

ちもできるか。

　⑦社会への問題提起・要求活動。自殺する子には、

自分の悩みを誰かに打ち明ける能力が欠けている、

と関係者は見ている。困ったときに助けを求める資

質、自分を守ってくれる人をきちんと確保しておく

したたかさが必要。
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　最後は⑧、より広範な社会活動へ。自分たちの問

題解決から、もっと広く他者への「おすそわけ」活

動に発展させていくのを手助けする仕事もある。

　これら子どもの権利を考える場合に最も大切だと

思われる部分の事業が、いまは教育サイドでも、福

祉サイドでも閑却されている。

　セルフヘルプ・グループづくりができれば素晴らしい

　①の、自分の可能性を切り開いていこうというチ

ャレンジ精神を子どもにどう植えつけるか。自分の

将来が見えすぎたいまの子どもにとって、これはな

かなかの難題である。それを学校内だけでやろうと

思えばもっとむずかしい。アメリカでは④の自立訓

練の意味も含めて、さまざまな社会体験をセットし

ているe

　小学生の頃からアルバイトを勧めて、働くことの

意味を教える。本物の選挙に関わらせて、政治とい

うものを教える。地域には経済体験センターがあっ

て、そこでさまざまな職業を擬似体験することがで

きる。地元の企業は生徒を社に迎えて労働体験をさ

せる。各社の本業の技術を生かして、特別優秀な子

に英才教育を施す。このような体験の中から自らの

新しい可能性を発見する。

　福祉機関も「自立訓練1という視点から生徒に関

わってもいい。社会教育畑との協同でもいい。

　自分の「問題」を意識したとき、まずはじめに取

り組むべきこととしてセルフヘルプ・グループづく

りがある。日本人はこれになかなか馴染めないでき

たが、最近になって急激にこの種のグループが増え

てきた。一人て悩んでいる間は、解決の糸口はなか

なか見つからないが、いったんグループができると

途端にダイナミックな活動が生まれてくる。

　あのツッパリ・グループをセルフヘルプ・グルー
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プという観点かち指導をしていけば、また違った開

け方があるのでは、と思う。

　問題の種類ごとにそういうセルフヘルプ・グルー

プができるように生徒会が関わっていけばいいのだ

ろうが、それがむずかしかったら、福祉機関の出番

となる。神奈川県に「パイカルチュラル・チルドレ

ンの会」がある。親がイギリス人であったりして、

それが理由で学校でいじめられている子どもが集ま

って、お互いの悩みを打ち明け合っている。

　最近、登校拒否児童や高校中退生たちの集まりが

活発に活動を始めているが、親たちが一緒になって

グループづくりをすすめるのもまた一つの方法だ。

　このようなグループが発展していくと必ず、同じ

悩みを抱えている仲間たちへの「おすそわけ」活動

が始まる。先日、「高校中退を考える集会」のお誘い

のチラシを見たが、そこには「なお当日、会場にて、

高校中退生自身がご相談に応じます」と書いてあっ

た。

　神奈川県逗子市の家庭児童相談室で元登校拒否生

が、いまは現役の登校拒否生の相談に当たっているe

仕掛けたのはそこの相談室の職員である。

　貧しい食生活に着目、男子生徒には扇理実習

　先日、栃木市で「子ども家庭フォーラム」が開か

れた。その内容がち1っと変わっている。招かれた

のは栃木市内の6つの高校の生徒。どちらかといえ

ぱ福祉に熱心または関心のある高校生70名ほどが集

まった。そこで、今日はとにかく「他人のための福

祉」のことは脇へ置いておいて、自分自身か仲間、

それに家族など、足元にころがっている「問題」を

考えてみたら、と主催者は呼びかけた。

　はじめはなかなか頭の切り替えができにくいよう

だったが、グループ内で話し合っているうちに、だ



んだんと焦点が合ってきた。

　「先生とうまくいかない」「通学が不便」「親との

関係が悪い」あたりから始まって、最後は「勉強を

する意味がわからない∬病弱でいつも死のことが頭

から離れない」など、深刻な悩みまで、100近くの「問

題」が出されて、主催者を驚かせた。

　一見、問題は何もないような、くったくのない顔

をしていて、挙げればいくらでも出てくるのだ。そ

れに自身で、あるいは仲間と協同して、どう取リ組

んでいくか、それを教えていかなければならない。

いずれにしても、「子どもの人権」確保のプロセスに

福祉機関の側が関わり始めたという点で、画期的な

イベントであった。

　同じ栃木県の粟野町にある粟野高校の家庭クラブ

が、自分たちの食生活が乱れている点に注目して、

テーマをそれ一本に絞って取り組んできた。調べ

てみたち、案の定、朝食を食べてこない生徒もい

る。昼食もつくってこず、菓子パンをスポーツドリ

ンクで流し込んでいる生徒もいる。これはまずいと、

特に問題のあった男子生徒を対象に調理実習をして、

簡単につくれるおにぎりづくりの講義をした。

　しかし、親も問題だと、PTA総会に乗り込んで

食事の大切さをアッピール。さらに地域の保育園に

出向いて、ここでも食生活の大切さを子どものとき

から教育してほしいと訴えたeさらに…という具合

にして、自らの内から発見した「問題」の解決に生

徒自ら乗り出し、その運動を社会全体へ広げていく

までになった。

　まずは「生徒を自身の運命の主役に」仕立てよ

　いままで児童生徒は、親や大人の保護（福祉）の

対象者であったが、もうそういう時代は終わったの

かと思わせる兆候が出てきた。

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母曽三

　生徒自身の問題を生徒自身で主体的に取り組む試

みが最近、急に広がってきた。校内暴力の後に流行

し始めた「いじめ」の問題に対して、例えば埼玉県

のある中学校1年生の学級委員会が自主的に、生徒

の権利をうたった「学年憲章」をつくった。

　各クラスに、特定の子を無視するといった「いじ

め」があることが取り上げられ、さらにアンケート

調査で同中1年生217人のうち75人がいじめられた経

験をもち、現在いじめられている生徒も10人いるこ

とが分かった。

　そのため「いじめなんかぶっとばせ」といった本

を読んだりして勉強。学年主任の「生徒の権利を全

面に出して、生徒にアッピールしたらどうか」のア

ドバイスを受けて、文案を練り、学年集会で発表し

たものである。この集会では「いじめなんか…」に

収録されているいじめの実例を学級委員が脚色した

劇も演じられた。憲章はいま、生徒たちが大書して

各教室に掲げているが、校長先生は「相手の権利を

尊重するために、自分が何をすべきかを考える生徒

になってほしい」と言っている。

　その他生徒自身が校則をつくり変えてしまったり、

自分の進路は自分で決めようと、生徒が手分けして

関心のある職場を訪ね歩き、それを冊子にまとめた

1）　．もっと発展して、生活科の授業の進め方を先生

と一緒に研究する会をつくったリ、はては先生の授

業の仕方を生徒たちで評価するケー又まで出てきて、

関係者を驚かせている。

　生徒を生徒自身の問題の主人公に仕立てること、

これがいま、学校内で実現されねばならない当面の

課題である。しかしこの「生徒を生徒の問題の主人

公に」は、教師にとってなかなか受け入れ難い命題

でもある。だから、この課題に外部の福祉機関がど

れほど関与できるか、が大きなカギとなる。
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　　豊かな児童福祉活動を地域に用意できるか

　学校が生徒の人権擁護にいかにも反対するような

態度をとるのには、学校の管理主義的体質や閉鎖的

体質に大きな原因があるaまた、もう一つの要因も

ある。子どもの人権を認めるために、それだけ学校

側がいろいろ手間のかかる事業に手を出さねばなら

なくなるという点だ。

　例えば、生徒一人ひとりの個人的な問題にいちい

ち関わっていられない。ましてや、卒業生の問題に

首を突っ込むなどは至難の技だ．と先生は考えるe

　しかし、それにしても学校という場は、生徒の問

題が表れやすい場でもある。資源さえ備われば、そ

の解決もできるのではないか、と思わせる「何か」が

あるのだ。

　だとすれば、この学校を徹底的に開いてしまって

生徒のさまざまな生活問題を解決する場にしてしま

うというテもある。いま、学校給食存廃の論議が巻

き起こっているが、どうせならその給食設備を思い

切り開放して、例えば夜遅く母親が帰ってくる家の

子どもに夕食を食べさせる「ふれあい夕食センター」

をつくってしまう、とか。

　また、生徒の自立教育が学校ではまったくといっ

ていいほどなされていない。それなら福祉機関が社

会教育機関と提携して、空き教室などを借りて、そ

こで生徒の自立訓練を受け持つ、とか。

　学校が開きにくいならば、地域がまず開けばいい。

さきほどの、母親が夜遅く帰ってくる子どものために、

ある自治体は一般家庭を活用している。「ママが帰っ

てくるまでおばちゃんちにいない？」と言ってくれ

る近所の「おばさん」を「福祉協力の家」と認知し、

助成している。また自立教育ならば、例えば地域の

企業がそれぞれの本業の腕を開放する。不動産屋は

不動産の知識を伝授する。電気屋はもちろん電気の
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知識や物理一般の実践的知識を教える。それらをコ

ーディネートすればいい。

　地域杜会がそういう側面でうまく機能するように

なれば、「それは望むところ」と、先生の側も生徒の

問題を地域に持ち込んでくるのではないか。

　　子どもを「住民」の一人と認めることから

　残念ながらいまの地域社会は子どもを一人の住民

として、その存在を認める段階にさえ至っていない。

子どもの居場所さえ、ほとんど用意していないのだ

から、他のことは推して知るべしである。だから、こ

れから週にわずか一日だけ、子どもが地城に帰って

くるだけで、こんなに大騒ぎしているわけだ。子ど

もも町内会や婦人会などに加え入れ、それなりの役

割を割り付けるという（昔はなされていた）発想に

地域は目覚める必要がある。「子ども町内会」をつく

るのでもいい。昔は「子ども組」があって、子ども

は後輩の自立訓練を担当していた。これを卒業する

と「若衆宿」で、同じことが行われる。

　子どもの居場所を地域の各所に確保しなければな

らない。東京・江戸川区に「とぽす」という　（学校

公認の）子ども喫茶店がある。同じく葛飾区には、

子どもの健全育成までやっている駄菓子屋が。こう

いう場をポストの数ほどつくるのだ。

　セルフヘルプ・グループづくりだって、学校では

むずかしいが、地域ではそうでもない。東京・江戸

）11区の福祉事務所の職員有志が、地域の問題生徒を

夜集めて、高校受験をめざす勉強会を開いている。

これが事実上の「グループ」に発展しうる。

　このように、地域に子どものさまざまな「問題」

に対応した活動が生まれてくれば、学校としても、

それらを全く無視することはできないであろう。そ

こからようやく「連携」が始まるのだ。



特 集
学校保健と母子保健の　　子ども．．．。ど．の．＿

連携保ma…たその・要性と課題　　ec健Ed”a育と福祉の連携から

　　　　　　　　　　　繍杉・区・保健・・，’・・芙蒼慶子

　1．はじめに

　誰もが、人生のなかで最も大切なものと考える「健

康」。健康は私たちが快適な生活を送るための基本的

条件である。その大切な健康の土台をつくり、健康

管理のスタートを切るのが母子保健の諸事業であり、

そのバトンを受けて、次の走者となるのが学校保健

である。往々にして、この第1走者と第2走者のバト

ンタッチがうまく行われないため、健康であること

につまずきが生じるように思われる．

　この原因は母子保健が厚生省の管轄であり、学校

保健が文部省の管轄であるという、国の縦割行政に

あるらしい。そしてその弊害が、末端の地域行政に

まで影響を及ぼして、小学校入学前と後とでは管轄

している部署が異なるため、行政上の境界線を越え

て真の意味の連携を保つことがなかなかむずかしい

のである。

　しかし、母子保健、学校保健と区切って考えては

いられない時代を私たちは迎えている。現状では、

母子保健と学校保健の連携がどのように行われてお

り、その課題は何か、今後どのように連携が保たれ

るべきか、東京都杉並区の実情を混じえながら、主

として保健所の立場でその方策を探ってみたい。

　2．連携の必要性

　ひと昔前と比べ、子どもを取り巻く環境は変わり、

疾病構造も大きく変化した。かつて、子どもの生命

をおびやかした感染症や栄養不良は消火作業の最終

段階のごとく、僅かにくすぶっているにすぎなL㌔

代わって急増し、社会的にもクローズアップされて

いる種々の問題は、乳幼児期、学童期などと限られ

た期間内での対策では、とても対応しきれるもので

はない。

　その理由の一つは、学校が抱える健康問題は乳幼

児期までさかのぽって考えなければなちないことが

多く、また乳児の問題は母性や父性の問題と関わり

があるため、それは親の思春期までさかのぼって対

策を講じなければならないことが多いからである。

　もう一つの理由は、教育のなかで健康の問題を取

り上げることによって、幼い頃から健康観を育てる

必要性が、ますます高まっていることである。例を

挙げれば、母子保健の分野で最近問題になっている

のは、育児に不安を感じる母親の増加である。兄弟

の少ない核家族のなかで育ち、近所づきあいも少な

いいまの地域社会では、自分が出産して初めて赤ち

ゃんに触れる人が大半である。どこかで親になる準
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備の教育が必要である。このような親準備教育だけ

でなく、健康に関する実践教育は母子保健の分野の

みならず、地域社会で強く求められている。

　3．杉並区における母子保健対策と学校保健対策

　杉並区は人口約52万人、年間出生数約4，000人で

保健所が3つ、保健相談所が2つあり、母子保健に関

わる種々の事業はこれらの保健所を中心にして行わ

れている。一方、小学校は区内に区立44、私立23、

中学校は区立23、私立10校あt）、種々の学校保健活

動が展開される。これらをライフサイクルに沿って

表1．杉並区における母子保健と学校保健の諸事業

母子保健

表Lに示してみた。

　4．特に連携が必要な分野

　連携はあらゆる面で必要であるが、特に社会的に

もクローズアップされている問題について、順に述

べてみたい。

（1｝健康に関する個人．情報の伝達

く社会的背景〉平成4年4月の母子手帳の改正に先立

ち、子どもたち一人ひとりの乳幼児期の健康状態が

学校保健に正しく伝わり、活用される必要性が論じ

られた。健康診査結果と予防接種の記録がその圭な

ものである。特に予防接種記録は学校で行う追加接

　　　　　　　相諫・指導　　その他
L

　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　1思蜘相談：
　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　1貧血学級　：
　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

妊娠中毒の医i　　　i
療費助成　　　i母親学級　　i

　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋

母子栄養食品1　　　　　：
の支給　　　　l　　　　　　l
　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

　未熟児の医療1新生児訪問】
費助成

健康診断等 ライラサイクル

r

学校保健

健康昔断等 予防K種 その他

俄医綬助i鱒
成

療宵の医療費1
助成

小児慢性疾患　：

医療費助成

大気汚染の健i

康被害への医

療費助成

i指導　　1
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

＄　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

1家族計画の：
　　　　　　…
．　　　　　　　　：
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

，　　　　i
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

d　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

1育児講習会；
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　…

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

d　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

d　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

母子手帳交付

　　妊娠前期健診

　　妊娠後期健診

先天代謝異常検査

B型肝炎対策

　　4ヵ月児健診

発達健診

　　6h月児健詮

神経芽細胞腫検査

　　9ヵ月児健鯵

思春期

端

　　1歳半児健診

アレルギー検診

　　3歳児健診　　　　3歳

　　　　　　　　　5歳

　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d

定期健鈴　　　　　「インフルエンザ1

　　　　　　　　：　　　　　　　1健康観察
　　　　　　　　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d

定期健診・脊柱臼湾症検査←日本脳炎・　　　1
　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　　　　　　i　インフルエンザi健康相談
　　　　　　　　ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

定期健詮・小見成入痢検診トBCG・　　　　　1

結核検診・心、臓検診　i　インフルエンザi≒間ζf云染病

定縦診　　Fvフ7・Jア＋iへの嚇
　　　　　　　　i蜘’仰レi膓中聯

　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

定期健診’脊柱賃湾症検査㌍インフルエンザi学校給食

　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定期健診・小児禽人痢検診ト日本脳炎・　　　i蛙教育と

　　　　　　　　iインフルエンザi安全管理
　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

定期健診　　　　　←インフルエンザ1健康教育
　　　　　　　　曇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

定期健診　　　　　トインフルエンザ1学校環境衛
　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　　　　：　　　　　　　　1生
　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

定期・結績検診・心貝検宮㌍BCG・　　　　i職貝の健康

　　　　　　　　1　イン7ルエンザ1管理
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

就学時健診　　　　：　　　　　　　l
　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③
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種の際、参考になるばかりでなく、親の海外出張や

成長後に自分自身の留学で海外へ行く場合に、日本

での接種記録が要求される。ところが残念ながら、

現状ではその記録が不十分である。

〈対策〉予防接種に関しては、杉並区では保健所の業

務のOA化が検討されており、実施されれば、誰が、

いつ、何の子防接種を受けたかが必要時にすぐに分

かるようになる。これにより、いままでの母子手帳

に接種済みの印を押すか、または、接種済み票を添

付する方法の不十分な部分が改善され、区民のニー

ズにも応えられるようになるはずである。しかし本

質的には、保健所は「自分の健康の記録は、自分の

責任で保管するべきである」との教育も続けて行う

必要がある。

　乳児期の健康診査の記録は、プライバシー保護の

観点から、母子手帳には必ずしも詳しく書かれると

は限らない。特に障害の記入については、嫌がられ

ることが多いためt学校からの問い合わせがあった

場合に保護者の了解を取りながら、必要な事項が伝

えられるのが現状である。

　現在、杉並区では療育センター建設に向けての検

討を行っている。このセンターが完成すれば、障害

児療育システムの中心になり、関係機関調整に大き

な役割を持つことになる。そしてその機能を活用し

て、療育、保健、教育の関係者が親の意図を汲み取

りながら、相談者に最も適した教育の場を探すこと

ができると期待しているe

〈課題〉人生80年の時代になり、自分の健康は自分で

管理すると同時に、一貫した健康記録の必要性も強

調される時代になった。現状は乳児期には母子手帳、

学校では健康カード、働いている間は労働安全衛生

世＃の児息と母性

法による健康診断記録、40歳を過ぎれば老人保健法

の健康手帳というように、個人の健康記録がバラバ

ラに保管されている。個人の記録は個人に属するも

のと考え、一一貫して個人が持つシステムづくりが早

く実現されることを望みたい。その意味で、いま学

校で使っている健康記録カードの記載漏れをなくし、

連続して記録できるように変えていく必要がある。

　また、われわれはこの健康記録を保管しておくこ

との大切さを強調していくつもりである。

（2）小児成人病

〈社会的背景〉いまの子どもは両親や祖父母の時代に

は経験したこともない豊かな、都市型文化生活のな

かで暮らしている。そのため①運動不足、②食べ過

ぎや偏食による栄養のパランxの乱れ、③生活のリ

ズムの夜型化などが見られる。このような暮らしの

変化が、子どもの「肥満」「高コレステロール」「高

表2，小児成人病予防検診の流れ

L保護者への事前説明会

2．検診のお知らせ・パン7レットの配布

3．受診申込書・調査票の回収

4．健康教育

↓

　　1．検診用名簿・会場の準備

首　2．検診

↓

輸
茱

撞

置

L検診結果票の配布

2．管理区分別指導

　①専門医への受診勧告

②健康相談（学校または健康相談室）

③食事調査

④講習会

3．健康教育
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血圧」などを引き起こしているといわれている。老

人保健法では、成人病の予防のために健康診査を行

い、その結果をもとに食事や生活指導をしているが、

もっと年齢の低い小、中、高校生にまで、こうした

予防が必要となってきた。そこで小、中学生を対象

とした予防事業の試みが全国的に始まっている。

〈対策〉杉並区でも教育委員会の学務課が事務局とな

って、他区に先駆け、平成4年9月から成人病予防検

診を開始する。その検診の流れは表2．に示した。特

筆すべき点は、事業を開始するに当たり、保健所に

も声がかかり、医師である予防課長がそのメンバー

に入って、予防や指導について検討を行ったこと、

この事業に関わる者が活用しやすい「小児成人病予

防検診・指導の手引き」という冊子をつくったこと、

保健所栄養士が直接指導こそしないが、学校給食の

栄養士との人事交流があったことなどで、これらに

より、連携の芽がでてきていると思われる。

〈課題〉厚生省は、平成2年度から保健所での「小児

肥満予防教室」の開催を推進している。当区ではす

でに夏休みなどの長期休暇を利用しての「母と子ど

もの栄養教室」事業があるが、今後はこの事業の充

実と学校での成人病予防検診とのド・ソキングをどう

進めるかの検討が必要である。

（3）アレルギー

〈社会的背景〉乳幼児期から学童期にかけて多くみら

れるアレルギー疾患は気管支喘息、アトピー性皮膚

炎、アレルギー性鼻炎、食物アレルギーなどであろ

う。近年、アレルギー疾患が増えている原因は環境

の変化、すなわち①大気汚染、②住環境の変化、③

森林の変化、④食生活の変化、⑤ストレXの増加等

によるものと考えられる。

18

〈対策〉アレルギーが増加した原因と考えられる諸因

子を取り除くことが予防対策と思うが、これはわれ

われが暮らしている資本主義経済社会を根底から問

い直すことでもあリ、困難を極める。保健所や学校

での対応は、とりあえずできる範囲で、ということに

なる。杉並区の保健所では、昭和63年10月より健康

被害予防事業の1つとして「アレルギー検診」をス

タートさせた。この事業は1歳6ヵ月児健診の際、ア

レルギーで困っているケースを選んで「アレルギー

検診」にまわし、専門医による問診や診察や血液検

査の総合診断で、保健婦や栄養士が適切な指導を行

うものである。一方、保育園、幼稚園、学校ではアレ

ルギー児に、その原因食物を除去した給食を供した

り、弁当を持参させたりの個別対応で努力している。

〈課題〉今後、区内での保健所と教育委員会の協力体

制が必要なことは言うまでもないがt各省庁にわた

る広範囲の環境問題であるがため、国をあげて取り

組まねばならない、と考える。

（4）性教育

〈社会的背景〉栄養が十分である上、映像や活字によ

る断片的な情報が刺激になって、時代と共に子ども

たちの性成熟は早まっている。そのため10代の妊娠

や、エイズをはじめとする種々の性行為感染症など

の悲劇が青少年の世界を襲う。第2回日本性科学学会

において、中、高校生妊娠例271例中、妊娠中絶69．4

％、分娩育児24．0％、分娩里子3．50／o、死産2．6％で、

そのときの学校側の対応は、退学・転校・自主退学

32．2％、自宅謹慎・厳重説諭5．6％、カウンセリング・

指導4．8％、放任同様6．1％、その事実を知らず47．6

％、不明2．6％との発表がある。この数値から、半数

の学校は情報を得ていなかったということに驚かさ



れると同時に、学校が性教育での役割を担っていな

いことが示されていると思う。

〈対策〉本年4月から文部省の提唱で、ようやく小学

校で性教育が取り上げられるようになった。スター

トに当たリ、杉並区でも、教育長自らが校長会の席

で具体的な指導法について熱弁をふるわれたと聞い

ている。小学校では学級活動として、1～6年の各学

年で3時間ずつ、5年生ではさらに体育の5時間を性

教育に割くようになった。問題は中、高生に対して、

実態に即した性教育ができているのかという点であ

る。われわれの保健所に、ある高校の養護教諭から

毎年依頼があり、保健婦が実例提示、ディスhッシ

ョンなどを含めた講義を受け持っている。このよう

に地域の専門職を巻き込んで、性教育に取り組むの

も、対策の一例と考える。

〈課題〉母子保健の立場からみると、明日の母親であ

り父親である中、高生への性教育にもっと積極的な

取り組みがほしいとの思いが強い。中学生の妊娠に

対して、場合によっては学校、児童相談所、保健所

などが連絡をとりながら事後処理に当たることがあ

る。このように事後の連携ケアももちろん大変重要

なことであるが、予防のための連携にも力を入れて

いく必要がある。

　日頃から学校の保健の時間などに、地域社会や各

界から専門家を招いて、ホットで具体的な話を子ど

もたちに聞かせるようなオープンシステムの教育が

必要と考える。

　5．おわりに

　物質的にも文化的にも非常に豊かな社会に生まれ、

恵まれているはずなのに、子どもたちは心の健康に

世界の児童と母性

多くの問題点を抱えている。母子保健と学校保健の

連携でも、この問題を避けて通れない思いに駆られ

る。親となり子どもを育てる過程、つまり母子保健

の時代にしっかりと親子の絆をつくっておけば、あ

るいは学校保健でいま困っている、登校拒否、家庭

内暴力、いじめ、自殺、盗み、性、薬などの問題行

動が少しは減るかもしれない。が、ことはそう単純

ではなく、母子保健や学校保健を越えたいまの社会

全体の歪みを、子どもたちが体で表現していると考

え、これらの問題行動は、あえて今回取り上げなか

った。

　連携で大切なことは縦割りの役所の枠を越えて、

関係の部署間でよく話し合うことである。杉並区の

場合も「地域福祉のあり方」を協議するため、地域

福祉計画検討協議会を設け、職員ばかりでなく学識

経験者や地域の人たちも加わって話し合った。療育

センターの検討もしかり、小児成人病予防の検討も

しかりである。会には最も子どもに深く関わってい

る人の出席と、本音で話し合うことが原則である。

このような会にでると、いままで自分たちが子ども

の問題について最大の努力をしていたと思っていて

も、他の部署の実情を知らなかったために、いかに

不十分な対応であったかを思い知らされる。この認

識が連携の第一歩となることを強調したい。

　そしてもう一つ強調したいことは、子どもの頃から、

健康がいかに大切なものかを教えられ、体験を通し

て自分の命、他人の命を敬う心を育てることが母子

保健と学校保健の連携に求められている点である。

　以上、保健所に身を置く者の偏りがあったかもし

れないが、杉並区の例を引きながら意見を述べさせ

ていただいた。
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スクールソーシャルワーク
子どもたちのサボートシステムとして

特 集

子どもの眼・子どもの声一
保健医療・教育と福祉の連携から

　　　　　　　　　　やま　 した　 え」・　ざぶ　 ろう
・クー’・ソー・・ルワーh一山下英　郎

　はじめに

　わが国には、スクールソーシャルワーク（以下、SSW）

という職業はまだ確立されていない。それも、近い

うちに日本の学校教育制度のなかに位置づけられる

見通しが立つほどの段階にまでも至っているとは言

えない。

　その理由は、一つにはわが国の文化的土壌が、精

神衛生面での社会的ケアを軽視させるということに

よると思われる。また、他方では日本の学校制度が、

教育的価値観だけにのみ基づいて学校を運営し、異

質な価値観を排除しようとする傾向を持つことにも

よるものであろう。ところが、社会のこの30数年ほ

どの変化は、私たちが依拠してきた文化的土壌や教

育的価値観を揺るがすほどに急激であつたeそのよ

うな状況を反映して、子どもたちと学校の関係も変

動してきた。両者の間は、かつてとは異なり良好な

関係を保つことが困難になってきている。ことに、

ここ10年ほどは、子どもたちが学校との関係の取り

方に苦闘しているように思われる。その辺は、社会

現象として取り上げられる子どもたちの問題（校内

暴力・いじめ・登校拒否など｝が、学校を舞台にし

て展開していることを直視すれば明らかなことであ

る。

　SSWは、私たちの社会が軽視してきた子どもたち

の精神的なサポート機能として学校制度のなかに位

置づけられるものである。と同時に、単一的価値構

造によって硬直化した教育制度に異質な価値観を導

入し、現在の学校環境を子どもたちにとって創造的

な場として再構築するべく寄与することを目指して

いる。

　また、個々人の疎外化が進行する社会にあっては、

SSWの活動は学校制度の範囲内のみにおいて完結す

るものではなく、学校を基点として地域社会におけ

る人と人、あるいは人と組織の間に介在し、コミュ

ニケーションを円滑にする役割をも担おうとするも

のである。社会の変化にもかかわらず、学校が旧態

依然の状態を維持していては、ますます子どもたち

との距離を広げてしまうことになるであろう。近来、

学校のあり方をめぐって、さまざまな角度から教育

制度の見直しがなされているが、彼（彼女）たち自

身をケアする対策は希薄である。学校教育の主体者

である子どもたちの精神衛生面でのケアやサポート
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を軽んじた現状は、学校の機能を弱体化させている

といえよう。SSWは、日本の学校制度が見落として

きたその重要な部分を補完するシステムとして、導

入を検討する価値があると思われるe

　沿革

　SSWの起源は、1906年アメリカ・ニューヨークの

セツルメントハウスのワーカーたちが始めた活動と

されている。今世紀の初頭には、その他の地域でも

同様の活動が相次いで見られた。そのことは、当時

の社会的背景と大きな関係があった。多数の子ども

たちが家族と共に移民として新世界へ渡り、家計を

支えるために労働に就かされ、心身の健康を損なっ

たり、教育を受ける機会を与えられないという状況

があった。そのことを憂慮した連邦政府や州政府は、

児童の労働禁止法や義務教育法をこの時期に相次い

で制定した。国家や州政府のそれらの動きに呼応す

る形で、子どもたちに教育を受ける機会を保障する

活動が生まれたわけであるが、それがSSWの前身と

なったわけである。

　SSWが定着するまでは比較的時間を要し、全米的

な規模にまで浸透したのは第2次世界大戦以降であ

る。その誕生当時は呼称もまちまちであったが、活

動の広がりとともに訪問教師という言い方が一般的

になり、その活動が教育の分野に属すべきかソーシ

ャルワークの分野なのか明確ではなかったe長い間

ふたつの分野にわたって活動がなされていたが、1978

年に全国的な統一組織として一本化し、全米ソーシ

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

ヤルワーカー協会（NASW）の構成部門の一つとなっ

た。現在では、全米に約7，000人のワーカーがいて、

1人1校ないし2、3校を担当している。ソーシャル

ワークの修士号が資格として求められるのが一般的

である。

　アメリカ以外の国では、カナダ、イギリス、ドイ

ツ、デンマーク、ハンガリーなどの国々で取り入れ

ちれているが、ヨーロッパ諸国における歴史はまだ

浅く、文献も乏しいため、その実情を把握すること

は難しい。わが国では、前述の通りSSWは制度とし

てはまだ導入されていないが、1986年より埼玉県所

沢市において筆者によって始められた活動は、SSW

を明確に意図した活動であリ、わが国における初の

実践である。過去数年間の活動によって、SSWに関

する認識もかなりの広がりを見せているが、制度と

して位置づけられる段階に至るまでは、時間を要す

ると考えられる。

　ニーズ

　SSWが、わが国の学校制度に必要だと考えちれる

根拠は、子どもたちに対する援助資源が非常に乏し

いということである。私たちは、生きている限りた

えず何らかの問題に直面する。問題を抱えることな

しに暮らすことは不可能である。ゆえに、子どもた

ちの生活から問題を一掃しようとする努力は効を奏

さないし、無益である。むしろ、困難に遭遇したと

きに、それを乗り越えることができるように支える

システムの存在が必要なのである。問題は、深刻化
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することさえなければ憂慮することはないし、逆に

建設的な意味をもつことも可能である。問題を肯定

的な体験とするために欠かすことができないのが、

子どもたちを取リ巻く多様なサポートシステムなの

である。

　かつての社会にあった、子どもと教師の穏やかな

関係、家族の濃密な関係、近隣や地域社会の互助的

な関係は、問題に直面した子どもを支えるに十分な

サポート機能を有していた。だが、それらの豊かな

機能は現在では失われてしまった。子どもと教師の

関係はたえず緊張を要するし、家族は細分化され極

小単位にまで縮小された。また地域社会は流動性が

高まり孤立化が進み、地域共同体という意識は過去

の幻想となってしまった。そのような環境にあって、

問題に直面した子どもたちは支えを受けるすべもな

く、いたずらに苦悩を深めていくばかりである。

　他者との人的ネットワークを喪失した社会状況に

あって、教育に対する思い入ればかりが肥大化して

いるように思える。高学歴を得ることだけが人生の

価値であるかのような幻想に取りつかれ、子どもた

ちを教育的な環境に囲い込もうとする動きばかりが

目につく。彼（彼女）らは幼いときから、即物的な欲

望を満たすための手段としての教育を、学校だけで

はなく家庭や地域社会においてまで強要され、自由

というものを完全に剥奪されてしまっている。疲れ

果てたり、苛立ったりする子どもたちが増えるのは、

当然のことといえよう。

　教育に対する期待が過剰に注がれる社会において
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は、学校が果たす役割は必然的に強大にならざるを

えない。従って、学校が子どもたちを管理し、抑圧

する装置として機能することは避けられないことで

ある。学校において、子どもたちの意志や人格が尊

重される徴候は、いまのところ見受けられない。そ

の結果が、子どもたちの側からの異議申し立てとし

ての数々の問題行動なのである。それらの行動に対

する大人の側の姿勢は、子どもの側へ原因を求める

ことに終始し、問題解決を模索するばかりである。

だが、子どもの側にばかり非を求めていては、問題

の本質を掴むことはできないであろう。そうしてい

る限り、子どもたちは絶えることなく大人たちにさ

まざまな形で大人社会に対する抗議の声を上げ続け

るにちがいなL㌔

　SSWは、子どもたちに重圧を与え続けている学校

教育の場に介在し、彼（彼女）らの価値や尊厳を守り

高めることを主眼とする。子どもたちの側から発想

するサポートシステムが不在である限り、子どもた

ちと学校の不幸な関係はいっそう強まっていくばか

りである。学校教育が本来目指していた、子どもた

ちの可能性を伸ばすための場としての学校を再構築

するためには、多様な価値観を取リ入れることが必

要であろう。SSWは、その一つの確実な手段である

と思われる。

　手段・方法

　SSWの方法は、その成立の時期からいくつかの変

遷があった。今世紀初めには、学校と地域社会との



1

間に立ってパイプ役としての機能が重視されていた

が、心理学の発達につれて、個人の病理的な部分に

焦点を当てて、問題解決をはかった時代もあった。

現在では、個人の行動と社会環境の影響に注目し、

両者の関係のなかで問題解決を模索するという考え

方が主流になっている。

　筆者自身は、問題をエコロジカルな視点でとちえ

ることをSSWの一つの柱として唱えている。

　私たちには、人が問題に直面すると、個人の弱さ

や問題点ばかりを指摘する傾向が一般的にある。だ

が、問題は個々人の責任や原因によって生じるより

も、彼（彼女）が生活する場においてさまざまな要素

と絡み合って生じるものである。それを個々人の責

任や原因として狭い領域に限定してとらえようとす

ると、問題解決の方向を見失ってしまうことになる。

例えば、過剰な教育環境が子どもたちの精神を圧迫

した結果生じてきた登校拒否のように、社会的な現

象として現れた問題を見れば、子どもたちの置かれ

ている環境が決定的な影響を及ぼしているというこ

とは自明のことである。個人の未熟さや弱さに帰結

させることは問題を倭小化するだけのことである。

　問題を環境との関係でとらえるという視点と同時

に、SSWのもう一方の柱を子どもたちとのパートナ

ー シ・ソプという点においている。

　子どもたちは、単に大人より年齢が低いというだ

けの理由によって、大人かち無能視され、常に管理・

指導されるべき存在としてみなされてきた。子ども

たちの権利は無視され侵害され続けてきている。し

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

かし、SSWにおいては子どもたちを人間として対等

な存在と位置づけ、共同して問題解決に当たるとい

う姿勢を保持しようとする。そこには、一人ひとり

の子どもが持つ可能性に対する信頼感が根底にある。

ワーカーが問題解決の肩代わりをするのではなく、

子どもたちが能力を発揮できるような条件づくりに

参加する存在なのである。問題解決を第三者が肩代

わりした場合には、当事者は自己の能力を発揮する

機会を奪われてしまうことになる。問題を自分自身

で解決したという経験を実績として、子どもたちは

自信を獲得し、成長を遂げていくものである。解決

を肩代わりすることは、子どもあ能力を否定し成長

を阻害することにつながりかねないのである。そう

いった意味では、パートナーシップという視点は、

SSWが単に対症療法的な手段ではなく、子どもたち

の人間的な成長を目標としているということを表し

ているのである。

　筆者はSSWのさまざまな機能のなかでも、特に家

庭訪問を活動の中心に据えている。それは、問題に

直面している当事者である子どもや親がもっとも援

助を必要とする存在であるという理由による。ただ、

家庭は個々人にとってはプライバシーを守るための

最後の砦であるため、そこに第三者が立ち入ること

についてはかなリ慎重な配慮が求められると考えて

いる。家庭訪問にいささかでも強制的な色合いがあ

ると、脅迫的な意味を有し援助とは相入れないこと

になるため、家族の要望や了承を前提としている。

また、学校制度の枠内だけでの活動ではなく、地域
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における社会的資源の増設や運営にも関わi）、子ど

もたちが生きていく上での選択肢を広げるための具

体的な実践もしている。

　子どもたちとの関わりにおいて、特筆すべき技法

は用いておらず、個々のニーズに基づいて、もっと

も適切な援助をするべく努めている。ワーカーがい

かなる技法を用いようと彼（彼女）の裁量に任される

べきだと思われるが、子どもの人格や権利を侵害す

る恐れがある手段や方法は一切排されるべきだと考

えている（例えば、特定の心理療法や生かじりの技法

など）。筆者自身はNASWの倫理綱領を活動の指針

としている。どのように心理療法などの技法に長け

ていたとしても、クライエントの人間性に対する配

慮を欠落させているとすれば、ワーカーの技術は何

ち意味をなさないであろう。クライエントをどうす

るかという以前に、ワーカーの姿勢を常に問い続け

ることの重要性を強調しておくべきだと筆者は考え

ている。

　援助の対象者は、特定の問題に限定されることは

なく、サポートを必要とするあらゆる子どもたちで

あると考えているが、現段階では、今日の社会現象

を反映して、登校拒否（不登校）状態にある子どもた

ちが中心となっている。他にも、法規範を侵したり、

暴力的な行動などの、いわゆる非行傾向のある子ど

もたちへの援助サービスにも力を入れている。今後

は、変貌する家族構造の影響を受けて、子どもたち

に対する暴力的、あるいは性的な虐待が増加するこ

とが予想されるが、SSWではそれらの被害に遭った

24

子どもたちへの援助が大きな比重を占めてくるもの

と思われる。SSWは、その誕生当時から社会状況の

変化と共にそのスタイルを変えてきたが、これかち

も時代と共に手段や方法には変遷が見られることで

あろう。

　まとめ

　現在の子どもたちの置かれている状況に対して、

それを切り開くためにSSWが万能薬的な影響力を有

していると考えることは妥当ではあるまい。今日の

子どもたちが直面している困難は、たった一つの手

段によって解消するほど単純なものではない。しか

し、複雑化し混迷の度合いを深める社会の現実を考

慮すると、現状のままに、子どもたちを支える手だ

てを備えないでいると、状態はさらに悪化するばか

りである。現代の子どもたちは、物質的には確かに

豊かな時代のなかで暮らしている。だが、人と人が

出会う機会を断たれ、孤独感ばかりが深まっていく

現実を見ると、子どもたちが真の意味で豊かである

と考えることはできない。むしろ、貧相で心寂しい

時代を生かされているように思う。問題に直面した

ときには、一人きりで思い煩うことなく、せめて誰

かの支えを受けることができるような杜会を実現し

たいものである。

　SSWは、学校制度のなかから、子どもたちの豊か

な人生を創造するためのサポートシステムとして、

現在のわが国の学校制度には、重要な意味を持ちう

ると考える。
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保健医療・教育と福祉の連携から

　t子どもが幸福に育っということは

　多くの人々や自然に囲まれて生き生きと活動して

いる子どもを見ると、ほっとします。それは、子ど

もの生存権・自由権が確保されて、幸福である様子

を感じとることができるからです。どんなに社会が

変化しても、未来社会の創造者である子どもが、か

けがえのない存在として幸せに成長することは、学

校・家庭・地域社会の責任です。その責任が果たせ

るため、今日のように激変している社会の中で、人

間の望ましいあり方や生き方を見直す機会を人々が

求めるようになりました。その結果、人々がゆとり

ある充実した生活を実感するため、週休2日制の普

及が始まりました。このことは、学校教育へも波及

して、学校週5日制を段階的に実施するに至ってい

ます。やっとわが国も、経済大国から生活を充実さ

せる大国へ歩み始めたといえます。

　この制度が、子どもの心を育て、創造性を育む、

ゆとりある時間をつくり出すものとなるならば、子

どもにとって幸福な道を歩めるものとなるのですが、

現実はなかなかそうはいかない点もあるようです。

　省みると、日本人の勤勉さがもたらした経済の成

長、高度な科学技術が、豊富な物、便利な生活をっ

くり出し、子どもたちの欲求を充足させているかの

ようです。そして大人は、価値の基準を常に大人に

置いて子どもを教育しようとしますが、子どもが真に

求める欲求とは大きくかけ離れているようです。こ

のままでは、大人が子どもの心を理解できないまま

に過ごすと思われることが多くあります。

　学校週5日制から生じるゆとりの時間を利用して、

算数や英語等の塾に通うように手続きされた子ども

がいます。その子どもが市販の弁当を食べ続けてい

るうちに、プラスチックの入れ物の音に恐怖感をも

ち始めてしまいました。

　また、学力を点数だけでみる風潮の中で、低い点

にこだわる親から努力点を一度も評価されたことの

ない子どもが、他人のテストや学習用具にいたずら

を始めました。その後、些細なことでも人から注意

を受けると、怒りが高まって物を投げ散らす子ども

になっていきました。

　また、子どもが金銭との触れ合いを生活の中心に

おいてしまい、ゲーム機を買い続けた結果、孤独を

楽しむようになっていますeそして、ついには、人

間を信用しなくなってきています。

　このような事例を見るとき、子どもを取り巻く周
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囲の大人により、子どもの情緒が不安定になってい

くのは当然のように思えます。このような子どもの

心の崩壊現象は、子どもの幸福な生き方の侵害とい

えます。本来、子どもは、親の温かい愛に包まれ、

地域の人々に支えられながら、自然の変化や社会体

験等、生き方を学ぷ基礎体験を通して成長するのが

望ましいと、世の人ttは考えていたはずです。

　子どもが幸福に育つということは、①子どもが子

どもとして、さまざまな体験をしながらたくましく

育つこと、②子どもが多くの人々に触れて、自分の

考えを深めながち人間として育つこと、③子どもが

発達段階にそって、自信をつけながら責任をもって

行動しながち大人へと育つこと、であると考えます。

この考えのもとに、大人は、子どもが将来に向かっ

て意欲的に生きられるよう、そのための資質・能力

の育成をすることが大切です。

　また、未来の創造者である子どもは、日本の文化

の創造者であると同時に、世界の文化の創造者でも

なければなt）ません。さらに、高度の教育国といわ

れているわが国は、一国のみならず世界の子どもの

人権を守るためのリーダーになることも大切です。

　2．学校週5日制の趣旨

　学校週5日制の趣旨を再確認しながら、学校と家

庭・地域社会が連携して子どもを育成していく場合

を考えてみます。

　学校週5日制が目指している新しい教育は、学校

・家庭・地域社会における子どもの生活全体を子ど

もの側から見直し、子どもが生涯にわたって人間と

して活力ある生き方ができるよう支援することだと
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いえます。

　その際、学校教育において注意することは、子ど

もが教師に認められていると実感できるように一人

ひとりに応じたきめ細かい心づかいをすることです。

それにより、子どもは、自信をもって思考し、表現

力を伸ばして、主体的な行動を発揮するようになる

ものです。こうして身についた子どもの能力は、今

度は、家庭や地域社会で応用力となって現れること

と思います。

　また、学習内容の点では、これまでの知識の伝達

等に重点をおいたものから、思考力や表現力などを

基礎とする新しい学力観に基づくものへと、時代に

対応した質的転換が図られています。ですから、教

育水準の維持は十分できるということになりますa

従って、学校週5日制になって心配される子どもの

学習負担もなくなることになります。

　では、ゆとりある時間における子どもとのかかわ

1）方を、いくつかの例で示してみます。

●基礎的・基本的な学力をつける場合

　子どもの活動する現場において、子どもの思いや

つぶやきをとらえ、引き出していくことによリ、子

どもは多様な物の見方・考え方をもつようになるも

のです。「なぜ夕焼けはあんなに赤いのかなあ」と言

った子どものつぶやきをとらえ、そう思った理由を

聞くと、「昼の空が赤くならないのはどうしてかわか

らなかったから」と言いました。さらに語1）合うと、

半分に切ったすいかと夕焼けが似ているという発想

などするのです。この発想から詩が生まれ、疑問か

ら学習課題ができていくのです。学習課題ができる

と、解決に向けて意欲が生まれます。そして、例え



ぱ、宇宙に関する本を探したり、宇宙の物理学に詳

しい大人に話を聞いたりしようとします。ここに子

どもの創造の芽が育ち、子どもの幸せな生き方の原

点となる、目的のある活動の姿を見ることができる

のです。

●豊かな人間性を磨く場合

　多くの人々、なかでも高齢者、障害をもつ人々が

身近なところで生活していることに、子どもが気づ

いていないのが現実のようです。それらの人々の存

在の偉大さや共に坐かされ合いながら生きることの

価値を学ぶ機会をぜひつくりたいものです。子ども

が、将来の高齢者として、周囲の人々を共感をもっ

て受け止め、支え合い励まし合う福祉社会づくりに

積極的に参加できるようにするということです。こ

こに思いやりのある心が育ち、その温かい心が未来

を福祉の行き届いた社会にしていくものと信じます。

●健康な生き方を考える場合

　子どもは遠足等で親の手づくり弁当をおいしそう

に食べるものです。食生活の原点は、やはり親の子

どもに対する愛情だと思います。テレビを主役にし

ない食事は、いま最も大事にしたいことのひとつで

す。また、家族揃ってラジオ体操を続ける等、リズ

ムのある生活の習慣づくりは、体力づくりの基礎と

して大きな意味をもつようです。このようなごく当

たり前のことが、いま、危ないと言われている子ど

もの心身を救うことにもなると考えるのです。

　3．子どもの人権が守られ続けるために

　そこで、こ札まで述べてきた学校週5日制の基本

的なあり方等を基にし、子どもの人権が守ちれ続け

世界の児童と母性

るために、教育と福祉の連携をも考慮し、今後期待

したいことを簡単にまとめてみます。

①家庭の教育力の回復と充実

　家庭が、子どもと親を中心とした生活を通して、

人間形成の基礎を培う基本的な場となるようにする

ことです。子どもが家庭でゆとりある時間の中で、

自分の長所を発見して伸ばせるよう支えてあげるこ

とが大切です。また、家族の一員として共に汗を流

して家事を分担したりすることが、生き方の基礎・

基本を身につけることになり、希望のある生活を考

えるきっかけをつくることにもなると考えます。

②学校外活動の充実

　地域社会で子どもが、大人や子ども同士等さまざ

まな人々と清掃活動等、地域の活動をしたり、自然

との触れ合いの活動をしたりして好ましい人間関係

を培うことや感性を育てることは極めて重要だと考

えます。このような活動が充実して行われるために

は、ボランティア活動の振興が求められます。

③子どもの健全育成に努める

　週休2日になることによって、子どもの非行化の

心配が起こらないよう、学校・家庭・地域社会は、

青少年協議会等を通して子どもを守っていくことが

大切です。そして、ゆとりとして生じた自由な時間

に目的をもたない子どものために、ボランティア活

動等魅力ある体験活動を設定することが大切です。

④過度の学習を強いることのないように努める

　受験競争に重点をおく考えが根強く残っているの

で、子どもに過度の学習を強いることのないよう、

親は子どもの望ましい人間形成を考えていきたいも

のです。
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アメリカ児童福祉における

諸職種間の連携暢調

寺響 集

　　　　　　　　　　　　　　　いわ　 さき　こう　ぞう

鯨都児訓談セ・ター・腫融司岩崎浩三

子どもの眼・子どもの声一
保健医療・教育と福祉の連携から

　はじめに

　アメリカでは、児童福祉といえば児童の虐待・放

任への対策を意味するほどで、児童の虐待・放任に

対してはさまざまな施策が講じられている。ここで

は、児童の虐待・放任に対するソーシャルワーカー

と医療や司法その他の職種との連携・協調について、

アメリカの児童保護チームの試みを紹介する。

　1．児童保護チーム

　1958年にピッツバーグ子ども病院、ロサンゼルス

子ども病院、デンバーにあるコロラド大学病院で、

病院を基盤にした児童保護チームがつくられた。当

初は、ソーシャルワーカーと小児科医師及び看護婦

で構成されたが、徐々に参加者が増え、心理、精神

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　teII
科、法、及び教育の分野から専門職が加わってきた。

　被虐待児症候群として医療の診断・治療を行うの

に医療の分野だけでは対処できないことが分かり、

法的・社会的問題としてそれぞれの分野から専門職

の参加が求められたのである。

　病院を基盤にした児童保護チームのほかに、児童

保護機関や裁判所を中心に児童保護チームもつくら

れてきた。児童虐待・放任に最も熱心に取り組んで

リーダーとなった者がどの機関に属していたかで、

中心的役割を果たす機関が異なる。

　1960年代の初めに、各州において児童の虐待・放

任に対する保護立法が成立し、特定の職種に対して

通報義務が課せられるようになった。ほとんどの州

での通報義務者は医師を指定していたが、1970年代

前半には改正されて、今日では業務上児童と関わり

をもつすべての専門職に通報義務が課せられている。

そして、これらの職種の専門職は通報義務の他に、

州法によって、児童保護チームの構成員と定められ

ているところもある。

　現在では、全米で法定により、あるいは自発的に児

童保護チームがつくられ、その数は900を越え、多い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆり州では100を越えるチームがあるといわれる。（表1．）

①チームの形態・機能

　多職種によるチーム・アプローチにはさまざまな

形態と機能があるが、大別して次の4つがある。

治療チーム：児童及び家庭に対して診断・治療を協

同して行う専門家のグループで、ケースの調査・診

断・処遇計画・施設等への紹介・フォローアップに
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ついて児童保護ワーカーと責任を分担する。

ケース協議チーム：児童保護ケースに関して総合的

な助言を与える専門家グループで、このチームはケ

表1．州別チーム数と法定必置の有無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児竜と母E

一 スマネージメントや診断に関し再検討を行い、ワ

ーカーが処遇計画や措置決定をする際の顧問的役割

を果たす。

資源開発あるいは地域社会行動チーム：社会福祉機

一一一
一

＝一．．　　　州　　名　二　．一　一一　　　　　　一

i「　　　一　　＝↑
ム
裁
‘
‘

　　一一
．湊窪の繍・

．　　　　一

1一

二一；一・ 　　　　‘
‘テー繊“　　　　‘ ．緯の梅

アラパマ
6

× モンタナ
27 X

アラスカ
5

× ネブラスカ
6 X

アーカンソー
4 × ネバダ

3 X

アリゾナ 不定 X ニユーハンプシャー
10 X

カリフオルニア
5

× 　　　9’　　　　　　，’ニユーンヤーン　 不定 X

コロラド
42 ○ ニユーメキシコ

4 ×

コネチカ・！ト
25

× ニューヨーク
4 X

デラウエア
3

× ノースカロライナ 不定 ×

フロリダ
21 X ノースダコタ

26
×

ジョージア
6

× オハイオ
21 X

ハワイ
3

× オクラホマ
2 ×

アイダホ
5 X オレゴン

10 X

イ‘1ノイ
30 o ベンシルベニア 不定 ○

インディアナ
92 ○ ロードアイランド

1 X

アイオワ
35

× サウスカロライナ
56 ○

カンザス
4 X サウスダコタ

21 X

ケンタンキー
4

× テネシー
100 ○

ルイジアナ
10

× テキサス
23 X

メイン
10

× ユタ
14 o

メリーランド
23 X バーモント

14 X

マサ・ノチューセ・プソ
11 ○ バージニア

73 X

ミシガン
13 ○ ワシントン 不定 ×

ミネソタ
67 ○ ウエストバージニア

5 X

ミシシッピー
1

× ウィスコンシン
16 X

ミズーり 不定 ○ ワイオミング
30 ○

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　901　（少なくとも）

蚕法＄の有は○．無はxで表す
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関の代表、専門職の事業家、児童代弁者、市民から

なるグループで、協働して児童虐待・放任に関連す

る問題に取り組む。

複合チーム：上記の機能の2つ以上を合わせもつチ

ーム、またはそれぞれ異なる機能をもつ2つ以上の

チームが、調整機能をもつセンター機関のもとで協働

する。

　州を単位とした全米の調査では、最も多いのはケ

ース協議チームで、42州で採用されており、続いて

複合型（31州）、治療型（27州）、資源開発型（26州）と

表2，家庭引き取りの決定に及ぼす各職種の関わり

なっている。チームごとの形態調査では、複合型が

52％、ケース協議型が32％、社会資源開発型は8％、

治療型は1％で、残Dはその他の形態と無回答である。

②チーム構成員と影響カ

　チームの形態も機能もさまざまではあるが、多職

種による協働作業のなかで処遇決定にはそれぞれの

立場から意見を述べるが、最も影響力をもつのはソ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　るtl
一 シャルワーヵ一のようである。（表2．、表3．）

一　一一一一一一一　　　　職　　種

一

一一　必ず 大抵 たまに

・一

全然

ソーシャルワーカー 30 18 4
一

弁護士 16 21 ］2 4

心理職 15 28 u 3

看護嬬 12 20 16 5

裁判所の代表 11 16 8 9

内外科医師 11 27 12 5

精神科医師 ll 9 19 7

保健所代表 10 17 15 3

教育者 8 10 20 9

警官 6 15 21 5

一般市民代表
5 2 11 18

政治家 2 4 7 22

発達専門家 1 18 13 8

ホームメーカー
1 7 17 9

保育所保育士 一
3 16 15

少数民族代表 一
1 7 22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M312．裁判所を基盤にした児童保護チームの事例

児童保護チームのなかで最も多いケース協議チー

　　　　　　　　ムの例として、デンバー児童保

　　　　　　　　護チームを取りあげる。

　　　　　　　　　デンバー児童保護チームは、

　　　　　　　　1975年の児童保護法によって、

　　　　　　　　州法で定められた必置の機構で

　　　　　　　　ある。同法は、前年に州中央登

　　　　　　　　録所へ通報された児童虐待ケー

　　　　　　　　スが郡（カウンティ）ごとに50ケ

　　　　　　　　ース以上あった場合は、児童保

　　　　　　　　護チームを設置することになっ

　　　　　　　　ている。その構成員は、デンパ

　　　　　　　　ー少年裁判所の代表（主席判事

　　　　　　　　がこの制度を発足させ、それ以

　　　　　　　　来チームの議長を務めている）、

　　　　　　　　デンバー警察、デンバー公立学

　　　　　　　　校、ローガン精神保健センター、

　　　　　　　　デンバー総合病院及びデンバー
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社会福祉局の各代表、小児科医、一般市民及びデンバ

ー社会福祉局からの調整役と市の法務部補佐である。

　チームは、前週に通報のあったデンバー郡の虐待

ケースを全部と、放任ケースのうち生命に危険であ

るか、悪質なものを再検討する。

　デンバー少年裁判所に事務局を置き、チームの業

務を取り扱う。

　会議では、調整役がワーカーによるケース説明の

前に、通報の日時、出所、性格、虐待または放任の

程度、被害者の年齢、入院したかどうか、医療記録

を調査したかどうか、を報告する。その後、ソーシャ

表3．身体的虐待児に対する長期処遇計面に及ぽす各職種の関わり

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

ルワーカーが調査結果を述べる。会議はすべてテー

プにとり、1年間保存する。

　この児童保護チーム（DCPT）をソーシャルワーカ

ー
はどう受け止めているか。（75人の回答による）

職　　種 必ず 大抵 たまに

　一
全然

ソーシャルワーカー
49 19 5 1

内外科医師
24 26 U 1

心理職 鎮
26 7 1

看護婦 工7
19

別
3

精神科医師
15 10 16 4

弁護士
14 25 13 4

保健所代表
14 23 15 4

裁判所代表
11 24 9 6

教育者
7 22 22 3

警官
7 16 24 6

一般市民代表
5 7 13 19

ホームメーカー
4 4 23 8

発達専門家
3 18 18 6

政治家
3 3 5

摺

保育所保育士
1 7 21 12

少数民族代表 一
4 9 22

①DCPTは役に立っている……時R

　　　　　　　　　　　　　　無関係

　　　　　　　　　　　　　　役立たない

　　　　　　　　　　　　　　無回答

②虐待／放任の調査が…………改善した

　　　　　　　　　　　　　　悪化した

　　　　　　　　　　　　　　変化せず

③調査への取りかかりが………早くなった

　　　　　　　　　　　　　　同じ

35人

20

15

5

19

56

10

65

④チームの人から有益な情報を

　得たことがある…………

　　　　　その通り　　58

　　　　　いいえ　　　17

⑤cm「は児童保護実践の危険防

　止策になると思う………

　　　　　そう思う　　65

　　　　　いいえ　　　　8

⑥crrは自分の児童保護実践を

　支持していると思う……

　　　　　そっ　　　　65

　　　　　いいえ　　　　8

　　　　　　　　　　　　ttt4｝
　3．多職種間の協調専門職の養成

　ミシガン大学では、1976年か

ら児童虐待及び放任に関する多
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職種プロジュクト（IPCAN）をつくり、法学部、医学

部、社会福祉学部の3つの大学院が協力して：

①児童虐待及び放任の分野における学際的な協調の

　運用を推奨する、

②さまざまな状況における学際的な技能を発揮でき

　るように専門職を訓練する、

③虐待及び放任児童と家kに対するサービスの改善

　に資する施策を推奨する、

④児童虐待及び放任に関する専門誌に論文や研究を

　発表する、

　ことにした。

　法学部では、IPCANによって開設された児童擁護

法律クリニックに、1学期間に7単位を与えるコース

を設け、教授の指導のもとで学生に虐待や放任ケー

スを当たらせた。セミナーでは法律技法の他に児童

虐待及び放任の医学的とらえ方、児童発達、個人間

と家族ダイナミックス、家庭への自治体の介入によ

り起こされる問題等を教えた。

　医学部では、PCANチームのさまざまな分野の教

授からセミナーを受け、社会資源、司法手続きの実

習を受ける。4年生は、選択科目として5～10週間、

IPCANの教授及び他学部の学生と一緒にPCANで

働くことができる。

　社会福祉学部では、児童保護機関、養護の施設、

養子縁組あっ旋機関で実習をする学生は、機関の職

員と共に、1PCANのソーシャルワーク職員からも指

導を受ける。学際的セミナーのシリーズには、児童

福祉のあらゆる角度からの講義がある。
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　4．むすび

　児童の虐待・放任は、原因も形容も多様であt）、

対応に困難を感じているのは日米ともに同じである。

子どもの権利条約が、世界の趨勢からみて、わが国

でも批准されることは間違いないであろう。児童を

虐待・放任からいかに守るか。現行法制度のもとで

児童の権利が守れるか。現在の児童福祉法の通報制

度でよいのか。被虐待児童の処遇が現状のままでよ

いのか。

　これらの問題を考える際、社会福祉の分野だけで

は解決できない。多くの関連する分野の職種の人た

ちと共に協働して当たらなければならない。そのた

めに、アメリカでは地域ごとにその地域に適した多

職種間の連携の道を探ってきた。その根底には児童

の人権はいかにすれば守れるかという、児童擁護の

思想がある。

　紙数の関係から、ごく大雑把にしか紹介できなか

ったが、児童を中心に据えたアメリカの試みは児童

福祉の一つの方法である。
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カナダの保健医療・教育と

福祉の連携議躍饗慧錐の

特 ．集

　　　　　　たか　はし　しげ　ひろ

駒散撒授高橋重宏

子どもの眼・子どもの声一
保健医療・教育と福祉の連携から

　はじめに

　カナダは10の州と2つの準州で構成される連邦国

家である。今年建国125年目を迎えた。カナダの社会

福祉を考える際のキーワードとして、①多様文化主

義（multiculturalism）、②地域主義、③人権、市民権

を列記することができる。このなかでも基本となる

のが、1971年から国家政策として採用された多様文

化主義である。これには、3つの意味が含まれてい

る。第1は、異質な文化的・民族集団を構成要素と

して含む社会を指す。第2は、その社会のなかの異

質な文化的・民族集団が、お互いに他の文化・民族を

尊敬しあう理想を指す。第3に、第2の理想を実践
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bl1］
に移すような連邦政府及び州政府の政策を指す。多

民族共存主義（mosa三cmodel）とも表現される。

　ところで、カナダは、①連邦政府（Federal　Govern・

ment）、②順府CeroVincim　G。ve㎜ent）、③蜘村

（Municipal　Govemment，　Town，　City　or　Mstrict）の

3つのレベルの政府で構成されている。年金、失業

保険、公的扶助などの全国共通のプログラムは連邦

政府が所管し、医療・保健、ソーシャル・サービス

などのプログラムは州政府と市町村が所管している。

ゆえに、カナダの社会福祉という一般的な表現はで

きない。日本の社会福祉は上意下達で、国が策定した

法律で諸サービスが実施される。だが、カナダでは

それぞれの州政府が独自の法律を作る。例えば、「児

童と家族に関するサービス法」1984年はオンタリオ

州政府の法律である。しかも、市民運動により下意

上達でさまざまなプログラムが策定されるのである。

ただし、ユーコン・テレトリーとノースウエスト・テ

レトリーの2つの準州は、連邦政府厚生省（Ministry

of　Health　and　Welfare）が直接諸サービスを提供し

ている。

　さて、才ンタ1）オ州の場合、保健医療・教育と福

祉サービスに関わる省には、保健省（Minisby　of

Health）、コミュニティ・ソーシャル・サービス省（Min－

istry。f　Co㎜血ty㎝d緬＆mces）、鮪省

（Ministry　of　Education）、司法省（Ministry　of　the　At－

tOrney　General）、市民権省（Ministry　of　Citizenship）

などがある。タテ割り行政の弊害をなくすため、オ

ンタリオ州政府間関係省（Ministry　of　lntergovern・

mental　Affairs）がおかれている。

　日本と比較して、少なくとも教育と福祉の分野で

は、教育委貝会にスクールソーシャルワーカーが配

置されているところに大きな違いがある。例えば、
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